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  『平成２９年１０月１日から最低賃金が８００円に！！』 

  岐阜労働局では、最低賃金法に基づき、岐阜県内の事業場で働く全ての労働者に適用される岐阜県最低賃金に

ついて、平成２９年１０月１日から１時間８００円とする改正決定を行いました。 

  「岐阜県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に

適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ずご確認して下さい。 

  詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室（☎058-245-8104）、又は大垣労働基準監督署（☎0584-78-5184）ま

でお尋ね下さい。 
 

 

事業主の皆さんへ 労働保険の手続きはお済みですか？ 
 

 

「一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません」 
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に労働者本人や遺族に必要な給

付を行います。臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者は全て対象となります。 

「雇用保険」は、労働者が失業した時や教育訓練を受講した時、在職中の６０歳～６５歳未満や育児休業・介

護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。 

また、事業主に対しては、失業の予防･雇用の安定･労働者の福祉の増進を図っていただくための各種助成金制

度があります。パートタイム労働者も１週間の所定労働時間が２０時間以上で、雇用見込みが３１日以上である

場合は雇用保険に加入しなければなりません。なお、平成２９年１月１日より、６５歳以上の方も雇用保険の適

用対象となり、「資格取得届」の提出が必要です。 

詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室（℡ 058-245-8115）又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワ

ーク（公共職業安定所）へお尋ね下さい。 
 

 

『ワンストップ移動相談会の開催について』 
 

 

事業再生・事業承継の問題は法務、財務、経営など幅広い分野にまたがっています。そこで岐阜県商工会連合

会では、弁護士、公認会計士、中小企業診断士など各分野の専門家を一堂に会して、さまざまな問題に一度にお

応えできる「事業再生・事業承継 ワンストップ移動相談会」を開催します。これにより、わざわざ違う専門家

を訪ねて頂く手間が省けます。是非、この機会に当相談会をご利用下さい。 
 

☆相談対応者 

  法 務  弁 護 士  𨦺口  崇 氏 

  財 務  公認会計士  三浦 陽平 氏 

 経 営  当会の中小企業診断士 

  金 融  岐阜県信用保証協会の担当者 
 

☆相談会スケジュール 

開催日 地区         会場・住所 連絡先 

10 月 25 日(水)  岐阜地区 瑞穂市商工会 〒501-0222 瑞穂市別府 1295-3 
岐阜・西濃広域支援室

058-374-4600 

11 月 15 日(水) 西濃地区 安八町商工会 〒503-2305 安八郡安八町氷取 159-1 
岐阜・西濃広域支援室

058-374-4600 
 

☆申込方法  池田町商工会までお問合せ下さい。 TEL 0585-45-8000 FAX 0585-45-8186 

『中小企業退職金共済制度』 
 

   国の制度だから安全・安心！ 

       掛金の一部を国が助成します。 

 

  掛金は全額非課税でオトク！ 

       節税に加え、手数料もかかりません。 

 

   社外積立で管理が簡単！ 

       納付状況や退職金試算額を事業主さんに 

お知らせします。 
 

      

商工会の『WEBセミナー』を利用して経営に役立てよう 
 

WEB セミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサ 

ービスです。何時でも、何処でも、好きなだけご利用いただけます。 

【ご利用方法】 

①池田町商工会のホームページに貼られたバナーをクリック。 

②専用 ID とパスワードを入力します。 

③２５０タイトル以上のセミナーが無料で視聴可能。 
 

                                金 利 情 報（日本政策金融公庫）     平成 29 年 9 月 29 日現在 

制 度 名 利率(年) 貸付限度額 貸付期間 備     考 

マ ル 経 １．１１％ 2,000 万円 
運転 7年以内(据置 1年以内) 

設備 10年以内(据置 2 年以内 

無担保・無保証人 

商工会長の推薦が必要 

普通貸付 ※ 4,800 万円 
運転 5年以内(据置 1年以内) 

設備 10年以内(据置 2年以内) 

※お使いみち、ご返済期間･担保･保証

人の有無によって異なる利率が適用

されます。 

１０月・１１月の金 融 相 談 日 
  ㈱日本政策金融公庫では、事業資金の円滑な融資のため毎月第１火曜日に金融相談日を開設します。融資申込

みに限らず現有借入金の借替え、返済条件の変更等どんな相談でもＯＫ。 

  相談をご希望の方は、面接時間調整のため、事前に商工会事務局までご連絡下さい。 

✽と き １０月３日（火）・１１月７日（火） ✽ところ  揖斐川町商工会館 ２階研修室 
 

                      行 事 予 定 

 

 

 

 

    
 

☆商工会員さんの事業所名、住所、代表者名などに変更があった場合はお早めにご連絡ください☆ 

ログイン ID ４０４１ パスワード ４０４１ 

池田町商工会 
会員数 ５５６件（29.9.29 現在） 

TEL 45-8000  FAX 45-8186 

E-mail：ikeda@ml.gifushoko.or.jp 

 

 

行  事 

１０月 ５日（木）：青年部例会 

１０月１９日（木）：商工会女性部全国大会 

１０月２５日（水）：青色申告会研修旅行 

１０月３０日（月）：西濃地区商工会青年部共同講習会 
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